クラブ合併と合併時の会員転籍
２０１０～２０１１年度
　　３３５―A地区

会則委員長　　田中　充
クラブ合併の基本

　２クラブまたはそれ以上のライオンズクラブが合併する場合の基本的解釈は、
存続する１クラブと、解散する（複数の場合もある）１クラブが合併する事である。
それは、存続クラブ会員と解散クラブ会員が合同会議で同意承認に基づき成立する。

1） 合併手順については＜必携第５０版標準版＞Ｐ２２７、ライオンズクラブの合併手順に基づき行う。

（存続クラブ、解散クラブの決議と名称を検討等）
2） 合併を考慮した双方のクラブは、合併の件で合同会議を開催し、手順に基づき合併を決議承認する。双方のクラブは、合同会議その時点での存続クラブと解散クラブの会員の同意に基づき合併する。
3） 存続クラブ・解散クラブ双方のクラブ会員による合同会議を開催し、双方のクラブ会員の同意により合併を決議するのであって、決議する時点は存続・解散クラブの在籍会員の決議により合併新クラブが誕生する。
4） 合同会議での合併決議承認日以後、合併新クラブのチャーターナイト例会日の間までは、他クラブからの会員転籍を受け入れる事は倫理的に好ましくない。
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（クラブ会員数減少という状況のもと、今後クラブ合併がクラブ存続のため必要不可欠だと思われます。合併に伴う長所・短所を真剣に考え、個々のクラブで現実的な対応をお願い致します。
又、合併時に於いて、合併クラブ以外からの合併クラブへの転籍は、その地域クラブの融和と理解を得るためにも、クラブ間での同意と１年位の期間を経過してからの転籍が望ましいと思います）

（注）・期間を限定する事は、受け入れクラブに与えられた転籍会員を受け入れ得る権限を制限する事になる。
５）　合併問題が生じた双方クラブはその時点以降、他のクラブ会員に対して転籍を

誘発する事は謹むべきである。

6） 解散に同意したクラブは、合併前に＜合併手順Ｐ２２７＞３・ａ～ｅを完了しなければならない。
7） 存続クラブは、クラブ合併申請書、各クラブが採択した合併決議書、キャビネットの決議書・解散したクラブからの転籍会員名簿を添付した月報を国際本部に提出。

8） 合併した新クラブには、要請に応じて国際本部から「合併証明書」が発行され　　　　

　　　る。合併に際して、存続クラブ以外はチャーターを返還するが、１ツのクラブとして新たな出発を迎えたことを証明するものである。
　　　
証明書には合併前の各クラブ名と共に、

「この合併は、対等の合併であり、合併の結果としてここに集う全会員は過去にこだわらず、新しい気持ちで、ウィ・サーブの精神に則り、平等の権利と義務を持つ明るい活力あるクラブを目指します」（一部抜粋・本部訳）という文言が記載されている。
9） 合併後の新しいクラブ名称のチャーターを希望する場合は、国際本部に要請し新しいクラブ名称のチャーターを発行する事ができる。
10） 合併新クラブのチャーターメンバーは、存続クラブのチャーターメンバーのみ有効である。

　　　国際協会２００９，７，２７、回答

１・新クラブ名称で合併後再発行されるチャーターには、合併時に在籍する会員名を記載する。Ａｃｔｉｖｅ，Ｍｅｍｂｅｒとして記載する。

２・合併時の会員は、従来のチャーターメンバーと同一ではないので、チャーターメンバーと全く同じラペルピンを授与する事は認めない。

会員転籍の重要点
１・＜必携＞クラブ付則第１条５項
受け入れクラブは、他のクラブの会員が退会または退会見込みの時、グッド・スタンディングであれば、転籍という形で、本クラブへの入会を認めることが出来るが、受け入れクラブは転籍希望会員を本クラブ会員として受け入れるか否かの選択権がある（入会の選択権は受け入れクラブにのみ有る）
２・他クラブを退会・退会見込みとは、退会後数ヶ月の期間経過しているグッド・スタンディングの会員、また事業所・住居の移動により地域的に会員として義務を果たせない場合のグッド・ステンディング会員の優遇処置である。
３・クラブ退会後１２ケ月を超える場合には、クラブ会則第３条２項（会員は招請による入会）によって入会する事が出来る。
４・いかなる理由があろうとも健在既存クラブからの転籍は、地区組織運営上、健全既存クラブ運営上、ライオニズムの精神・倫理観の観点からも避けるべきである。そのクラブの会員数の減少を招き、クラブ規模の問題が発生する事もあり得る。
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